
１．住民意識調査結果１．住民意識調査結果１．住民意識調査結果１．住民意識調査結果

満足度：「満足である」、「どちらかと言えば満足である」を合計した割合から、「どちらかと言えば不満である」、「不満である」を合計した割合を差し引いたもの

優先度：「優先すべき」、「やや優先すべき」を合計した割合から、「あまり優先しなくてよい」、「優先しなくてよい」を合計した割合を差し引いたもの

２．施策の目標２．施策の目標２．施策の目標２．施策の目標

→

↓

→

↑

進捗状況の区分　　↑：目標以上の成果があった　　→：目標どおりの成果があった　　↓：目標に至らなかった　　△：遅延・未着手等　　×：見直し・廃止等

３．施策に係る経費３．施策に係る経費３．施策に係る経費３．施策に係る経費

４．施策傘下事務事業　　４．施策傘下事務事業　　４．施策傘下事務事業　　４．施策傘下事務事業　　※別紙のとおり※別紙のとおり※別紙のとおり※別紙のとおり

５．施策評価５．施策評価５．施策評価５．施策評価
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指標４：年間刑法犯認知件数（約20%減）：

（件）

21年度実績

計　　画

指標１：年間交通事故発生件数（約25%

減）：（件）

計　　画

21年度実績

121件 実　　績

指標２：年間交通事故死亡者数：（人） 21年度実績

27年度27年度27年度27年度25年度25年度25年度25年度24年度24年度24年度24年度

施　策　評　価　調　書

第9位／全36項目（交通安全対策の推進） 第　　　位／全　　　施策

第18位／全36項目（交通安全対策の推進）

－6.8%

優先度

第4位／全36項目（防犯対策の推進）

満足度

第　　　位／全　　　施策
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満足度満足度

第　　　位／全　　　施策

優先度

第　　　位／全　　　施策

第28位／全36項目（防犯対策の推進）

担当部課

危機管理担当

26年度（※実施予定）26年度（※実施予定）26年度（※実施予定）26年度（※実施予定）

交通事故・身近は犯罪ともここ３年減ってきている。今後も、一人ひとりの意識の高揚を図り減少傾向を続

けていく。

　　　　　　　　　　　　　　H１９　　　　H２０　　　　　H２１   　　 ｈ２２        　　  h23

交通事故発生件数　１９９件　　　１４６件　　　１２１件　　　１１８件 　　　　１１７件

刑法犯認知件数　　　３５４件　　　３４２件　　　２９０件　　　２８７件　　　　２５３件

21年度（10月実施）21年度（10月実施）21年度（10月実施）21年度（10月実施）

施　策　名 3-4-1

地域経営計画（後期計画）　該当ページ

戸井田　和明

25年度（※実施予定）25年度（※実施予定）25年度（※実施予定）25年度（※実施予定）

担　当

施策を

取り巻く

環境変

化

リーダー

関係機関と連携した防犯・交通安全対策の

強化

総務企画部 地域安全課
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H23

事後

評価

交通・防犯に関しましては、関係団体の日頃の活動の成果が現れ、

少ない数ではありますが、交通事故及び犯罪の件数とも減少してお

ります。しかし、これからもより多くの件数を減らすことのために、関係

団体の活動の支援及び交通安全施設等の整備が必要になります。

27年度27年度27年度27年度

指標３：自主防犯活動団体数：（団体）

26年度26年度26年度26年度

指標に関する特記事項
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総合評価総合評価総合評価総合評価 施策傘下事務事業に係る個別指摘事項施策傘下事務事業に係る個別指摘事項施策傘下事務事業に係る個別指摘事項施策傘下事務事業に係る個別指摘事項

年間刑法犯認知件数等、具体的な成果が上がっていることを評価する。

今後の方向性については、引き続き関係団体との協力体制によるソフト中心の施策

展開とし、ハード整備については、災害復旧・復興に係る財源確保とのバランスを

とった、限られた財源の中での施策展開とする。

・全ての施策傘下事務事業について、「継続事業」とする。

・団体運営費補助にあっては、引き続き団体との協議を密にし、適切な役割分担、良好

な協力関係を構築されたい。

6,200

事業費（傘下事務事業費計）の推移　【単位：千円】

（※総事業費）

25年度25年度25年度25年度

後期計画における施策展開のビジョン後期計画における施策展開のビジョン後期計画における施策展開のビジョン後期計画における施策展開のビジョン

決　　算

交通安全対策としましては、交通危険箇所を調査し、注意喚起看板・カーブミ

ラー等交通安全施設の整備計画的に図っていくことで、ドライバー等に注意を

促すこと、更には、交通安全活動組織や行政、警察との連携を密にすることで、

交通事故の未然防止を図ります。

　防犯対策にては、自主防犯団体協議会の傘下団体間の連携・情報の共有・町

から情報提供など助言･支援を行うことで各団体の活動が円滑かつ活発にでき

る環境を整えること、また地域の安全性向上を図るため組織の拡大を図り、犯罪

を少しでも減らすようにします。

H25

事前

評価

交通事故や犯罪から身を守るには町民一人ひとりが交通安全や防

犯の意識を持つことが一番大切なことです。交通安全や防犯の意識

を町民全体に広げることが必要だと考えますので、より一層の啓発

活動を行っていきます。地域の皆様一人ひとりが意識を高めること

で、近隣住民の協力ができる犯罪の防止につながります。交通安全

及び防犯関係に団体と連携をとり、町民の皆様の意識を向上を図っ

ていきます。

交通安全施設については、計画的に整備していくことで、事故の減

少を図りたいと考えます。

当　　初 6,200

5,599

Ｈ２４年度の狙いＨ２４年度の狙いＨ２４年度の狙いＨ２４年度の狙い


